
福 岡 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 福 岡 県 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 改  正 案  現  行 

（ 公 園 事 業 と な る 施 設 の 種 類 ） （ 公 園 事 業 と な る 施 設 の 種 類 ） 

第 一 条 福 岡 県 立 自 然 公 園 条 例 （ 昭 和 三 十 八 年 福 岡 県 条 例 第 二

十 五 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る 規

則 で 定 め る 施 設 （ 以 下 「 公 園 施 設 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

第 一 条 福 岡 県 立 自 然 公 園 条 例 （ 昭 和 三 十 八 年 福 岡 県 条 例 第 二

十 五 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る 規

則 で 定 め る 施 設 （ 以 下 「 公 園 施 設 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

 一 ～ 五 （ 略 ）  一 ～ 五 （ 略 ） 

 六 他 人 の 用 に 供 す る 車 庫 、 駐 車 場 、 給 油 施 設 そ の 他 の 自 動

車 に 燃 料 又 は 動 力 源 と し て の 電 気 を 供 給 す る た め の 施 設 及

び 昇 降 機 

 六 他 人 の 用 に 供 す る 車 庫 、 駐 車 場 、 給 油 施 設 及 び 昇 降 機 

七 ～ 十 一 （ 略 ） 七 ～ 十 一 （ 略 ） 

第 十 五 条 の 二 （ 略 ） 第 十 五 条 の 二 （ 略 ） 

（ 特 別 地 域 に お け る 風 致 の 維 持 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る

行 為 ）  

 

第 十 五 条 の 三 条 例 第 十 七 条 第 三 項 第 十 八 号 の 規 則 で 定 め る 行 

為 は 、 知 事 が 指 定 す る 道 路 （ 主 と し て 歩 行 者 の 通 行 の 用 に 供 

す る も の で あ つ て 、 舗 装 が さ れ て い な い も の に 限 る 。 ） に お 

い て 車 馬 を 使 用 す る こ と と す る 。  

（ 新 設 ） 

（ 野 生 動 物 の 生 態 に 影 響 を 及 ぼ す 行 為 ）  

第 十 五 条 の 四 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 行

為 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

（ 新 設 ） 

一 野 生 動 物 （ 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 野 生

動 物 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） に 餌 を 与 え る こ と 。 

 

二 野 生 動 物 に 著 し く 接 近 し 、 又 は つ き ま と う こ と 。  

 


